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令和５年第１回美濃市議会定例会議案概要 

 

《提出議案》    専決処分  １件、当初予算  ７件 

          補正予算 １０件、条例制定   １件 

          条例改正  ８件、人事案件  １件 

          そ の 他  ４件                合計３２件 

 

議案番号 議案名 上程日 議決日 結 果 

承第 1 号 
専決処分の承認について 

令和４年度美濃市一般会計補正予算（第９号） 
2月 27日 2月 27日 承認 

議第 1 号 令和５年度美濃市一般会計予算 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 2 号 令和５年度美濃市国民健康保険特別会計予算 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 3 号 令和５年度美濃市介護保険特別会計予算 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 4 号 令和５年度美濃市後期高齢者医療特別会計予算 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 5 号 令和５年度美濃市病院事業会計予算 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 6 号 令和５年度美濃市上水道事業会計予算 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 7 号 令和５年度美濃市下水道事業会計予算 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 8 号 令和４年度美濃市一般会計補正予算（第１０号） 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 9 号 
令和４年度美濃市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号） 
2月 27日 3月 22日 可決 
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議案番号 議案名 上程日 議決日 結 果 

議第 10 号 
令和４年度美濃市農業集落排水事業特別会計補

正予算（第３号） 
2月 27日 3月 22日 可決 

議第 11 号 
令和４年度美濃市下水道特別会計補正予算（第３

号） 
2月 27日 3月 22日 可決 

議第 12 号 
令和４年度美濃市介護保険特別会計補正予算（第

４号） 
2月 27日 3月 22日 可決 

議第 13 号 
令和４年度美濃市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 
2月 27日 3月 22日 可決 

議第 14 号 
令和４年度美濃市病院事業会計補正予算（第２

号） 
2月 27日 3月 22日 可決 

議第 15 号 
令和４年度美濃市上水道事業会計補正予算（第２

号） 
2月 27日 3月 22日 可決 

議第 16 号 
美濃市個人番号の利用及び特定個人情報の提供 

に関する条例の一部を改正する条例について 
2月 27日 3月 22日 可決 

議第 17 号 
美濃市職員定数条例の一部を改正する条例につ

いて 
2月 27日 3月 22日 可決 

議第 18 号 
美濃市積立基金条例の一部を改正する条例につ

いて 
2月 27日 3月 22日 可決 

議第 19 号 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例について 

2月 27日 3月 22日 可決 

議第 20 号 

美濃市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について 

2月 27日 3月 22日 可決 

議第 21 号 

美濃市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いて 

2月 27日 3月 22日 可決 

議第 22 号 

美濃市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について 

2月 27日 3月 22日 可決 
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議案番号 議案名 上程日 議決日 結 果 

議第 23 号 
美濃市国民健康保険条例の一部を改正する条例

について 
2月 27日 3月 22日 可決 

議第 24 号 
美濃市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例の一部を改正する条例について 
2月 27日 3月 22日 可決 

議第 25 号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 26 号 市道路線の廃止について 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 27 号 市道路線の変更について 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 28 号 市道路線の認定について 2月 27日 3月 22日 可決 

議第 29 号 美濃市公平委員会委員の選任について 2月 27日 2月 27日 同意 

議第 30 号 令和５年度美濃市一般会計補正予算（第１号） 3月 22日 3月 22日 可決 

議第 31 号 
令和５年度美濃市病院事業会計補正予算（第１

号） 
3月 22日 3月 22日 可決 

-------------------------------------------------------------------------------- 

承第 １ 号 専決処分の承認について 

      令和４年度美濃市一般会計補正予算（第９号） 

   （内容） 

     補 正 額     １４，５７０ 千円 

     補正後の額 １１，１０９，７４３ 千円 

 

議第 １ 号 令和５年度美濃市一般会計予算 

   （内容） 

     １０，０００，０００千円（対前年度比  １．３％） 

 



4 

議第 ２ 号 令和５年度美濃市国民健康保険特別会計予算 

   （内容） 

      ２，５１２，９０８千円（対前年度比 △２．３％） 

 

議第 ３ 号 令和５年度美濃市介護保険特別会計予算 

   （内容） 

      ２，１２４，８１３千円（対前年度比  １．０％） 

 

議第 ４ 号 令和５年度美濃市後期高齢者医療特別会計予算 

   （内容） 

        ６０１，９１４千円（対前年度比  ０．９％） 

 

議第 ５ 号 令和５年度美濃市病院事業会計予算（収益的支出＋資本的支出） 

   （内容） 

      ３，３４２，９９７千円（対前年度比  ２．５％） 

 

議第 ６ 号 令和５年度美濃市上水道事業会計予算（収益的支出＋資本的支出） 

   （内容） 

        ７６６，３３１千円（対前年度比  ７．０％） 

 

議第 ７ 号 令和５年度美濃市下水道事業会計予算（収益的支出＋資本的支出） 

   （内容） 

      １，６２４，２８９千円（対前年度比  皆増） 

 

議第 ８ 号 令和４年度美濃市一般会計補正予算（第１０号） 

   （内容） 

     補 正 額   △３５９，１８０ 千円 

     補正後の額 １０，７５０，５６３ 千円 

 

議第 ９ 号 令和４年度美濃市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

   （内容） 

     補 正 額    △２９，７７３ 千円 

     補正後の額  ２，５７２，５００ 千円 
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議第１０号 令和４年度美濃市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

   （内容） 

     補 正 額       △１４４ 千円 

     補正後の額    ２２９，９４３ 千円 

 

議第１１号 令和４年度美濃市下水道特別会計補正予算（第３号） 

   （内容） 

     補 正 額    △１７，５９６ 千円 

     補正後の額    ９６３，５０４ 千円 

 

議第１２号 令和４年度美濃市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

   （内容） 

     補 正 額     ２９，７９０ 千円 

     補正後の額  ２，１７４，４８６ 千円 

 

議第１３号 令和４年度美濃市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

   （内容） 

     補 正 額     △２，１２０ 千円 

     補正後の額    ５９４，６５８ 千円 

 

議第１４号 令和４年度美濃市病院事業会計補正予算（第２号） 

   （内容） 

             補 正 額        補正後の額    

     収益的収入  ３８，６９５ 千円  ２，７４７，００７ 千円 

     収益的支出  １６，２０１ 千円  ２，９５６，８６４ 千円 

 

議第１５号 令和４年度美濃市上水道事業会計補正予算（第２号） 

   （内容） 

             補 正 額        補正後の額    

     収益的支出  △１，８０９ 千円    ３９８，３４２ 千円 

     資本的収入 △１８，２５０ 千円     ７３，９５０ 千円 

     資本的支出 △１８，５００ 千円    ３１２，４６１ 千円 
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議第１６号 美濃市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例について 

   （改正趣旨） 

     オンライン資格確認（マイナンバーカードの保険証利用）の導入を踏まえ、生

活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく保護に準じた保護を受ける外国

人が医療扶助を受ける際の個人番号の利用を可能とするため、改正を行う。 

   （主な改正内容） 

    ・生活保護法に基づく保護に準じた保護を受ける外国人に関する事務を条例で定

める個人番号の利用が可能な事務として追加する。 

    ・生活保護法に基づく保護に関する事務及び生活保護法に基づく保護に準じた保

護を受ける外国人に関する事務について、当該事務が利用可能な同一機関内の

個人番号を含む情報を規定する。 

   （施行期日） 

     令和５年４月１日 

 

議第１７号 美濃市職員定数条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     特別会計の公共下水道及び農業集落排水事業の公営企業化による増員、市長部

局及び教育委員会の職員定数の見直しによる所要の改正を行うもの。 

   （改正内容） 

     市長の事務部局の職員 一般部局の職員数 １６０人 → １５０人 

                病院の職員数   １３０人 → １５０人 

教育委員会の事務部局の職員数       ３５人 →  ２０人 

水道事業の職員数 ５人 → 上下水道事業の職員数 １０人     

   （施行期日） 

     令和５年４月１日 

 

議第１８号 美濃市積立基金条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     美濃市積立基金条例に規定する基金のうち、地域づくり推進事業の原資として

いる美濃市地域づくり推進基金が枯渇することを契機に、美濃市地域づくり推進

基金を廃止するもの。 

   （改正内容） 

     積立基金のうち、美濃市地域づくり推進基金を廃止する。 

   （施行期日） 

     令和５年４月１日 
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議第１９号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例について 

   （制定趣旨） 

     こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律

第７６号）の施行に伴い、該当関係法律の規定を引用している条例について所要

の改正を行うもの。 

   （制定内容） 

    ・引用する関係法律の条項の改正。 

・所管省の移管に伴う改正。 

     改正する条例 

     ・美濃市子ども・子育て会議条例（平成２５年美濃市条例第２３号） 

     ・美濃市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年美濃市条例第１５号） 

     ・美濃市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年美濃市条例第１６号） 

   （施行期日） 

     令和５年４月１日 

 

議第２０号 美濃市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の改正に伴う改正を行

うもの。 

   （改正内容） 

     民法（明治２９年法律第８９号）及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

において、親権者や児童福祉施設の長等の懲戒権に関する規定が削除されたこと

を踏まえ、条例における特定教育・保育施設の管理者が同権限を濫用することを

禁じる規定を削除する。 

   （施行期日） 

     公布の日 
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議第２１号 美濃市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

１号）の改正に伴う改正を行なうもの。 

   （主な改正内容） 

    １ 家庭的保育事業者等は、設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する家庭

的保育事業所等での生活等における安全に関する指導、職員の研修及び訓練そ

の他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画を策定し、

当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない旨の規定を追加する。 

２ 家庭的保育事業者等は利用乳幼児の事業所外での活動等、自動車を運行する

ときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に所在を確認しなければならない旨の

規定を追加する。 

３ 家庭的保育事業者等は利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を運行すると

きは、当該自動車にブザー等の装置を備え、利用乳幼児の所在の確認を行わな

ければならない旨の規定を追加する。 

４ 家庭的保育事業者等が身体的苦痛を与え、人格を辱める等、利用乳幼児に対

し懲戒に関し必要な措置を採る権限の乱用を禁ずる規定を削除する。 

   （施行期日） 

     令和５年４月１日（懲戒権に係る規定を削除する改正は、公布の日） 

 

議第２２号 美濃市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省

令第６３号）の改正に伴う改正を行なうもの。 

   （主な改正内容） 

    １ 放課後児童健全育成事業者は、設備の安全点検、職員、利用者等に対する放

課後児童健全育成事業所での生活等における安全に関する指導、職員の研修及

び訓練その他安全に関する事項についての安全計画を策定し、当該安全計画に

従い必要な措置を講じなければならない旨の規定を追加する。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動等、自動車を運行

するときは、利用者の乗車及び降車の際に利用者の所在を確認しなければなら

ない旨の規定を加える。 
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３ 放課後児童健全育成事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者

に対する継続的な支援の提供の実施、及び早期の業務再開を図るための計画を

策定し、当該計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨の規

定を追加する。 

   （施行期日） 

     令和５年４月１日（一部規定は、公布の日） 

 

議第２３号 美濃市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）の改正による出産育児一時金

の支給額の引上げに準じ、改正を行う。 

   （改正内容） 

     出産育児一時金の支給額（第６条第１項） 

４０８，０００円 → ４８８，０００円 

   （施行期日） 

     令和５年４月１日 

 

議第２４号 美濃市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例について 

   （改正趣旨） 

     総務省消防庁が定めた非常勤消防団員の報酬等の基準に基づき、消防団員の処

遇改善を図るため、報酬の増額を行うもの。 

   （主な改正内容） 

    １ 消防団員の年額報酬の増額（第１２条） 

     ・団長   ５７，０００円 → ６９，５００円 

     ・副団長  ４０，０００円 → ５２，５００円 

     ・分団長  ３６，０００円 → ４８，５００円 

     ・副分団長 ３２，０００円 → ４４，５００円 

     ・部長   ２９，０００円 → ４１，５００円 

     ・班長   ２５，０００円 → ３７，５００円 

     ・団員   ２４，０００円 → ３６，５００円 

２ 消防団員の出動報酬の新設（第１２条） 

     ・災害に出動した場合     → ８，０００円 

     ※出動時間が４時間以下の場合は４，０００円、８時間を超える場合は４時間

までごとに４，０００円を加算 

     ・警戒及び訓練に出動した場合 → ４，０００円 
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   （施行期日） 

     令和５年４月１日 

 

議第２５号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（文化会館・１施設） 

    ・施設の名称    美濃市文化会館 

    ・指定管理者の名称 特定非営利活動法人四つ葉のコウゾ 

    ・指定期間     令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 

 

議第２６号 市道路線の廃止について 

   （内容） 

     次の路線を廃止する。 

整理 

番号 
路 線 名 区 間 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ 須原５号線 大字須原 
字小路 351 番 1地先 

須原 
字楢ノ木平 414番地先 

 

議第２７号 市道路線の変更について 

   （内容） 

     次の路線を変更する。 

整 

理 

番 

号 

路 線 名 

新 

旧 

の 

別 

区 間 
起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

延長 

(ｍ) 

幅員 

(ｍ) 

１ 

須原・上河和線 新 
大字須原 字小路 352 番 6地先 

須原 1300.5 
6.2～ 

大字上河和 字ヲトリ 154番 1地先 20.6 

須原・上河和線 旧 
大字須原 字小路 351 番 1地先 

須原 1286.3 
4.2～ 

大字上河和 字ヲトリ 154番 1地先 185.5 
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議第２８号 市道路線の認定について 

   （内容） 

     次の路線を市道として認定する。 

整理 

番号 
路 線 名 区 間 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ 生櫛６２号線 大字生櫛 
字上ボタ下 1522 番 2 地先 

生櫛 
字上ボタ下 1531 番 1 地先 

２ 生櫛６３号線 大字生櫛 
字三軒家 1210番 4 地先 

生櫛 
字上ボタ下 1524番地先 

３ 生櫛６４号線 大字生櫛 
字大明神前 1457 番 1 地先 

生櫛 
字大明神前 1466番地先 

４ 生櫛６５号線 大字生櫛 
字大明神前 1478 番 1 地先 

生櫛 
字大明神前 1484番地先 

５ 生櫛６６号線 大字生櫛 
字向野 1654 番 4地先 

生櫛 
字向野 1653 番 11 地先 

６ 松森１１４号線 大字松森 
字上巾上 567 番 4 地先 

松森 
字下巾上 426 番 4 地先 

 

議第２９号 美濃市公平委員会委員の選任について 

   （内容） 

     公平委員の任期満了に伴う候補者の推薦（新任） 

    氏  名  石 原 八 千 代 

    任  期  令和９年３月３１日まで（４年） 

 

議第３０号 令和５年度美濃市一般会計補正予算（第１号） 

   （内容） 

     補 正 額    ２８６，２１８ 千円 

     補正後の額 １０，２８６，２１８ 千円 

 

議第３１号 令和５年度美濃市病院事業会計補正予算（第１号） 

   （内容） 

             補 正 額        補正後の額    

     収益的収入  ２２，０００ 千円  ２，７３１，０９５ 千円 

     収益的支出  ２２，０００ 千円  ２，９２５，０４１ 千円 


